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○ 取扱い 

 中心静脈注射に対するヘパリン（ヘパリン Na ロック用 10U/mL シリ

ンジ 10mL等のロック製剤）の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 中心静脈ルートは持続的に血管内に留置され、管内の凝血が危惧される。 

 血液凝固阻止作用を有するヘパリン（ヘパリン Naロック用 10U/mLシ

リンジ 10mL 等のロック製剤）の留置ルート内充填は凝血抑止に重要で

ある。 

 以上のことから、中心静脈注射に対する算定は原則として認められると

判断した。 

 


